
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援 

1・2の方 

要介護 

1～5の方 

総合事業等のサービス利用の流れ（６５歳以上の方） 

市町の窓口に相談 

（何らかの認定がありサービス利用している場合は担当ケアマネジャーに相談） 

 

「要介護認定」を受ける 

主治医意見書と訪問調査 

相談窓口で 

「基本チェックリスト」を受ける 

自立した生活

が送れる方 

 

 

 

 

介護 

給付が 

利用できます 

介護予防 

給付が 

利用できます 

介護予防・生活支援サービス 

が利用できます（※） 

どなたでも 一般介護予防事業が利用できます（※） 

現在 

要支援 1・2の方 

現在 

要介護 1～5の方 

はじめて 

相談する方 

 

※ 二重四角で囲まれた部分の総称が「介護予防・日常生活支援総合事業」（総合事業）です。 

「居宅サービス 

計画作成依頼」 

を届出 

「介護予防サー

ビス計画依頼」 

を届出 

担当のケアマネジャーと相談して、ケアプランを作成 

    

非該当の方 
事業対象者 

に該当する方 

 

「介護予防ケアマネ

ジメント依頼」 

を届出 

「要介護認定」の更新申請 相談窓口で、心身状況・サービス利用の希望等を伝え相談 

「事前確認シート」を活用 

 

（介護保険の保険証が届く） （介護保険の保険証が届く） 

（介護保険の保険証が届く） 

主治医の「診療情報提供書」

が必要な場合があります。 

【相談窓口 連絡先】 

南越前町地域包括支援センター   ＴＥＬ ４７－８００９ 

南越前町社会福祉協議会地域包括支援センター TEL ４５－１１７０（今庄福祉センター2 階） 

河野支所 ＴＥＬ ４８－２２６０（河野保健福祉センター1階） 

南越前町役場 保健福祉課      TEL ４７－８００９ 

今庄事務所      TEL ４５－１１１１ 

河野事務所       TEL ４８－２１１１ 



南越前町 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）について 

【総合事業ってなに？】 

６５歳以上の人を対象にした、町が行う介護予防の取り組みです。「介護予防・生活支援サービス

事業」 ※１ と「一般介護予防事業」 ※２ に分かれています。 

日常生活の中で困り事が増えて来たと感じたら、下記の窓口に相談しましょう！ 

 

【総合事業を利用できるのはどんな人？】 

要支援１・２の認定を受けた方と事業対象者 ※３ の方です。 

※３ 介護保険の認定を申請するほどではないがサービス利用が必要な人。 

   基本チェックリストという簡易な問診票を基にサービス必要性の有無を認定します。 

元気な方

※３

事業対象者に

該当する方
（簡易な問診票“基本
チェックリスト”で判定）

要介護

１～５の方

要支援

１・２の方

介
護
予
防
給
付

利用できるサービス65歳以上の方

※１

介護予防・生活支援

サービス事業

詳細は裏面をご覧ください

●訪問型サービス

●通所型サービス

訪問介護・通所介護のみの

利用の場合は、介護保険の

更新申請の必要がありませ

ん

訪問介護・通所介護以外の利用の場合は、介護保険の更新

申請が必要です

これからも積極的な社会参加で、介護予防（健康維持）！

自分も元気！地域も元気！

※

２
ど
な
た
で
も
参
加
可
能
な

一
般
介
護
予
防
事
業
（
健
康
体
操
や
介
護
予
防
の
つ
ど
い
等
）

介
護
給
付

介護保険の更新申請が必要です

総合事業
※１と※２

介護保険の認定申請の

必要がありません

【お問合せ】南越前町保健福祉課地域包括支援センター（47-8009） 

南越前町社会福祉協議会地域包括支援センター（45-1170）（今庄福祉センター2階） 

河野支所 （48-2260）（河野保健福祉センター1階） 

担当のケアマネジャー（介護支援専門員） 

令和 3年 4月～ 


